
　　　　　　　　　主　　　　文

原判決主文第一項２を破棄する。

前項の部分につき，被上告人の控訴を棄却する。

上告人のその余の上告を棄却する。

訴訟の総費用は，これを４分し，その１を上告人の，その余を被上告人の負担とす

る。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人米倉偉之ほかの上告受理申立て理由第４の２について

　１　原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。

　(1)　被上告人と甲の離婚に至る経緯

　ア　被上告人は，昭和４７年１０月，甲と婚姻し，長男（昭和４９年２月生）と

長女（昭和５２年２月生）をもうけた。被上告人と甲との婚姻関係は，昭和５４年

７月ころ以降，甲が，転勤についての不満から家族に当たり散らし，飲み歩く等の

身勝手な生活を続ける一方，被上告人が話合いを求めてもまともに取り合わないば

かりか，被上告人への嫌がらせを繰り返したことから次第に険悪となり，被上告人

は，昭和６２年３月，甲に対し，理由を挙げて離婚したい旨を伝えた。

　イ　しかし，甲は，その後も態度を改めず，昭和６３年７月ころ以降は，被上告

人と甲との間に会話がなくなり，用件は互いにメモで済ませるようになった。甲は

，自ら希望して同年８月から平成２年７月まで単身赴任をして週末だけ帰宅するよ

うになり，単身赴任が終わった後も，両者の家庭内別居の状態が続いた。

　ウ　被上告人は，この間の平成元年１２月ころ，離婚を決意し，甲に対し，今後

は第三者を交えての離婚の方向での話しか受け付けない旨申し入れたが，その後に

親族を交えて相談しても甲はまともに話に応じようとしなかった。甲は，平成３年

７月には被上告人に対し離婚を決意した旨の意思を表明し，同年１１月には財産関
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係の書類を自宅から持ち出して離婚に備えた。

　エ　被上告人は，平成４年３月，離婚調停の申立てをし，甲との同居継続を望ん

だ長男を残して長女と共にアパートに転居し，平成５年２月，甲と調停離婚した。

　(2)　本件放送とその概要

　ア　上告人は，平成８年６月８日（土曜日）午前８時３５分から，ＮＨＫ総合テ

レビジョン番組「生活ほっとモーニング」において，「妻からの離縁状・突然の別

れに戸惑う夫たち」と題する放送（以下「本件放送」という。）をした。本件放送

は，中高年になってから離婚を経験した男女各２名が登場して同人らの発言や挿入

されたナレーションによって各人の離婚の事例を紹介する事前収録部分と，司会の

アナウンサー２名とゲスト３名とが事前収録部分を見て感想や意見を述べ，離婚に

関連した議論を行うスタジオからの放送部分とにより構成されている。

　イ　甲は，事前収録部分に出演し，被上告人との離婚の経緯について語ったが，

５０代の男性で大手企業の管理職と紹介され，その氏名や具体的職場は紹介されな

かったものの，本件放送では，甲及びその長男の顔はぼかしをかけずに放映された。

　ウ　本件放送は，第１審判決別紙三記載のとおりの放送を内容とするものであり

，ナレーションとこれに続く甲の発言部分により，①甲は，結婚２１年目に突然妻

から離婚を要求されて離婚したが，離婚から４年を経過しても，妻がなぜ突然離婚

を要求したのか理由が分からず，戸惑っていること，②甲の妻は，甲に対して突然

離婚を切り出し，一方的に家を出て行ったこと，③甲の妻は，甲が仕事の都合で帰

宅時間が深夜になることが増え始めたことに理解を示さずにいら立ちを募らせ，甲

の行動に一々細かい注文をつけるようになり，甲と食事を共にすること等を避ける

ようになったこと，④甲の妻は，あらかじめ離婚の決意を固めて準備を整えた上で

，ささいな離婚理由を挙げて離婚を迫り，甲は，妻の挙げる離婚理由を理解できな

いまま，離婚に応じさせられたことなどの事項を放送するものであった。
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２　被上告人は，上告人に対し，本件放送により甲とその妻であった被上告人との

離婚の経緯や離婚原因に関する真実でない事項の放送がされたことによって，被上

告人の名誉が毀損され，プライバシーを侵害されたと主張して，民法７０９条，７

１０条に基づく慰謝料等の支払，同法７２３条に基づく謝罪放送及び放送法（以下

「法」という。）４条１項に基づく訂正放送を求めている。

　なお，被上告人の上記請求のうち，民法７２３条に基づく謝罪放送を求める部分

については，原判決において請求を棄却すべきものとされ，これに対して被上告人

から不服申立てがされていないので，上記部分は，当審における審理判断の対象と

はなっていない。

　３　原審は，被上告人の損害賠償請求を一部認容するとともに，訂正放送請求を

認容した。原審の判断中訂正放送請求に関する部分は，次のとおりである。

　(1)　本件放送で放送された上記１(2)ウ①から④までの各事項は真実ではない。

　本件放送では甲及びその長男の顔はぼかしをかけずに放映されたのであるから，

これが被上告人の夫又は息子であることを知る者が通常の注意力をもって本件放送

を見ていれば，容易に本件放送が被上告人とその夫との離婚問題を取り上げている

ことに気付くものと認められ，本件放送は，被上告人のプライバシーを侵害したも

のというべきである。また，本件放送は，被上告人が夫である甲に対する思いやり

のない，自己中心的で人間性に欠ける女性であるとの印象を与えるものということ

ができるので，被上告人の名誉を毀損したものということができる。

　(2)　法４条１項の規定は，放送事業者の放送により権利を侵害された者は，私

法上の権利として，その放送のあった日から３か月以内にその放送事業者に対して

訂正放送を求めることができることを規定したものと解するのが相当であり，放送

事業者が請求を受けても訂正放送に応じない場合には，裁判によりその実現を求め
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ることができるというべきである。

　被上告人は，本件放送のされた日から３か月以内に訂正放送の請求をしているか

ら，上告人は，被上告人に対し，本件放送をした放送設備と同等の放送設備により

，相当の方法で，前記１(2)ウ①から④までの各事項が真実でなかったことを明ら

かにする内容の訂正放送をする義務がある。その方法は，ＮＨＫ総合テレビジョン

番組「生活ほっとモーニング」の土曜日の放送時間帯等において，原判決別紙記載

の文章を２回繰り返して読み上げる方法で行うのが相当であり，法４条１項，５６

条の趣旨等にかんがみて，この訂正放送は，判決確定の日から１週間以内に行うべ

きである。

 

４　しかしながら，原審の上記３(2)の判断は，是認することができない。その理

由は，次のとおりである。

　法４条は，放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって，その

放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人（以下「被害者」と総称す

る。）から，放送のあった日から３か月以内に請求があったときは，放送事業者は

，遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して，その真実でない

ことが判明したときは，判明した日から２日以内に，その放送をした放送設備と同

等の放送設備により，相当の方法で，訂正又は取消しの放送（以下「訂正放送等」

と総称する。）をしなければならないとし（１項），放送事業者がその放送につい

て真実でない事項を発見したときも，上記と同様の訂正放送等をしなければならな

いと定めている（２項）。そして，法５６条１項は，法４条１項の規定に違反した

場合の罰則を定めている。

　このように，法４条１項は，真実でない事項の放送について被害者から請求があ

った場合に，放送事業者に対して訂正放送等を義務付けるものであるが，この請求
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や義務の性質については，法の全体的な枠組みと趣旨を踏まえて解釈する必要があ

る。憲法２１条が規定する表現の自由の保障の下において，法１条は，「放送が国

民に最大限に普及されて，その効用をもたらすことを保障すること」（１号），「

放送の不偏不党，真実及び自律を保障することによって，放送による表現の自由を

確保すること」（２号），「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって，

放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」（３号）という三つの原則

に従って，放送を公共の福祉に適合するように規律し，その健全な発達を図ること

を法の目的とすると規定しており，法２条以下の規定は，この三つの原則を具体化

したものということができる。法３条は，上記の表現の自由及び放送の自律性の保

障の理念を具体化し，「放送番組は，法律に定める権限に基く場合でなければ，何

人からも干渉され，又は規律されることがない」として，放送番組編集の自由を規

定している。すなわち，別に法律で定める権限に基づく場合でなければ，他からの

放送番組編集への関与は許されないのである。法４条１項も，これらの規定を受け

たものであって，上記の放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で，上記の真実性

の保障の理念を具体化するための規定であると解される。そして，このことに加え

，法４条１項自体をみても，放送をした事項が真実でないことが放送事業者に判明

したときに訂正放送等を行うことを義務付けているだけであって，訂正放送等に関

する裁判所の関与を規定していないこと，同項所定の義務違反について罰則が定め

られていること等を併せ考えると，同項は，真実でない事項の放送がされた場合に

おいて，放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自

由の確保の観点から，放送事業者に対し，自律的に訂正放送等を行うことを国民全

体に対する公法上の義務として定めたものであって，被害者に対して訂正放送等を

求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。前

記のとおり，法４条１項は被害者からの訂正放送等の請求について規定しているが
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，同条２項の規定内容を併せ考えると，これは，同請求を，放送事業者が当該放送

の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解

するのが相当であって，これをもって，上記の私法上の請求権の根拠と解すること

はできない。

　したがって，【要旨】被害者は，放送事業者に対し，法４条１項の規定に基づく

訂正放送等を求める私法上の権利を有しないというべきである。�

 

５　以上によれば，法４条１項に基づく訂正放送を命じた原審の前記判断には，判

決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，上告理由

について判断するまでもなく，原判決主文第一項２は破棄を免れない。そして，以

上に説示したところによれば，被上告人の訂正放送請求を棄却した第１審判決は結

論において正当であるから，同項２に係る部分につき，被上告人の控訴を棄却すべ

きである。

　なお，被上告人の損害賠償請求に関する上告については，上告受理申立て理由が

上告受理の決定において排除されたので，上告を棄却することとする。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官　才口千晴　裁判官　横尾和子　裁判官　甲斐中辰夫　裁判官　泉

　徳治　裁判官　島田仁郎）
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